
 

   特許電子図書館（ＩＰＤＬ）等の活用情報 2010－0１  

                                     2010 年 11 月 26 日作成 

                           特許情報活用支援アドバイザー 松山彰雄 

審査書類情報照会（特許・実用新案） 

２００３年（平成１５年）７月以降の審査に関する書類を閲覧することができます。 

特許庁から発送された拒絶理由通知書や実用新案技術評価書等に加えて、出願人等が提出

した意見書や手続補正書等も閲覧できます。 

 

１．特許電子図書館トップページ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．審査書類情報照会番号入力画面 （例 特開２００５－２４６０３８） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

公報種別と番号を入力 

クリック 



 

３．閲覧可能な書類の一覧  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．意見書の内容     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 【書類名】      意見書 

   途中省略 

 【意見の内容】 

（１）審査官殿は、本願請求項１乃至４に係る発明は、引用文献１乃至３に記載され 

た発明に基づいて、当業者が容易に発明することができたものであるから、特許法第２９ 

条第２項の規程により特許を受けることができない、と認定されました。 

（２）本出願人は、上記の認定に鑑み、本意見書と同時に提出した手続補正書において、 

出願当初明細書の記述に基づいて特許請求の範囲を補正し、引用文献１乃至３に対する本 

発明の進歩性を明瞭に致しました。  

途中省略 

（４）以上のように、本願補正後の請求項１乃至４に係る発明は、引用文献１乃至３に記 

載される発明に基づいて当業者が容易に発明できたものではないので、審査官殿におかれ 

ましては、再度ご審査の上、登録査定を賜りますようお願い申し上げます。 

閲覧する書類名をクリック 

青色は特許庁からの書類 


